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開会 午前 ９時５６分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告の追加について市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） それでは、市長行動報告について申し上げます。 

 報告第１号でございますが、これは過日９月２２日の本会議の席で申し上げましたが、

その前日の９月２１日に、北海道知事並びに５市１町の首長がそれぞれ関係省庁並びに政

党等についてお願いした内容でございます。これについては、御承知のように、２２日の

本会議上に口頭ではありますけれども、資料を含めまして御説明申し上げたところでござ

います。なお、その後の国並びに北海道の方からいろいろなファックス等の資料について

は、皆さん方にお渡しした内容ですので、特段そのときに報告した内容と変化はございま

せんので、詳しい内容等について省略させていただきたいと思っております。ただ、いず

れにいたしましても、二階経済産業大臣あるいは望月資源エネルギー庁長官あるいはまた

経済産業事務次官等にお会いしたときには、関係の議員の多数の北海道議会議員、そして

また国会議員、また衆議院議員等も参加いただきまして、５市１町の立場を理解していた

だくように進言いただいたことについて、改めて感謝申し上げる次第でございます。 

 以上で、報告第１号については終わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、報告第２号市の工事について追加３件ございますので、御説明申し上げた

いと思います。 

 まず、最初の部分、高美町６号線ほか５路線簡易舗装新設工事でございますが、これに

ついてはそこに記載されておりますように、高美町につきましては２件ございます。高美

町の６号線、高美町７号線の二つでございますが、これはちょうど中央公園のところとい

いますか、ふれあい健康センターのところ真っすぐ上がっていったところにぶつかります

柏台山手線、それから山側に向かって見晴公園のところまでの間の舗装とその中間から左

側に入っていく高美町７号線、この２カ所をそれぞれ８５メートル、６７.５メートルを

簡易舗装する工事でございます。金額あるいは工事請負については、そこに記載されてい

るとおりであります。それから、次の宮本町の部分でございますが、これはちょうど旧こ

とぶき荘があった下側とでもいいますか、面した宮本町１９号線でございます。これにつ
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きましても、延長９２.５メートルの部分でございます。次が、本郷町のところでござい

ますが、これは堤本郷線、約１９０メートルあるわけであります。これは旧宮本生協のと

ころから下に下っておりまして、谷口さんという自宅があるのですけれども、そこから杉

山春夫さん宅につなぐそこの堤本郷線１９０メートルの簡易舗装でございます。次に、本

郷町からいちきしりにかけた本郷いちきしり線４６０メートル、これはちょうどギフト

ショップの田上さんのお店からずっと下がってきたところの籾山さんのおうちがあるので

すけれども、そこからぐっと曲がりまして、いちきしりの集会所がある方、農家の向井さ

んの住宅の方までの延長４６０メートル、これの簡易舗装でございます。次は、幾春別の

中島町ででございまして、これは本間病院の横から裏の方、並びに中島公園住宅の南側の

部分、この２カ所をそれぞれ１２８メートルの部分について行うものであります。以上

が、高美町６号線ほか５路線の簡易舗装新設工事でございます。 

 次、２番目の市立三笠総合病院屋外の排水管改修工事でございますが、御承知のよう

に、市立病院の下水道につなぐ工事等について最終段階でございまして、まず宮本町の屋

外排水、今、市立病院のちょうど正面の一番右側、そちらの部分とそれから看護婦宿舎の

方からの真っすぐ本郷市街１０号線につながる部分のこの２カ所について、排水管の改修

工事を行うところでございます。 

 それから３番目は、幌内の配水池系緊急遮断弁設置改良工事でございますが、これは御

承知のように、高美町３号線をずっと上がっていきますと、公園やいろいろある山側にぶ

つかるわけですけれども、そこのところに配水池に向かう途中にここに幌内配水池がござ

います。これの部分でまず送水管、それから配水管、そして緊急遮断弁を行って、万が一

地震等の災害やこの前ありましたようにジクロロメタンなどのような水質異常における緊

急給水停止に対応するための工事でございまして、それにかかわる一連の工事を行うもの

でございます。これは例えば地震等があった場合には、自動的に遮断弁がおりると。ま

た、企業団の方からスイッチ操作をいたしますと、自動的にそこも遮断されるという、緊

急時に対応できるような改良工事でございます。 

 以上、３件が追加いたしました市の工事でございます。 

 以上で行政報告追加分については終わらせていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 報告第１号、企画総務部関係について。 

 谷津議員。 

◎１１番（谷津邦夫氏） 過日の本会議でも一定の議論がなされまして、発展基金の取り

崩しについては一つの方向を見出せたということで、特に市長含めた５市１町の組織の運

動を一定の評価をしているわけでございます。そういう中で、きょうの新聞にも出ていま

したけれども、夕張の再建団体のいろんな道とのつながりの組織も、今度は夕張ではなく

て５市１町を中心とした産炭地域の、そういう組織化を本部を設けると。そういう組織の

中身も何か変わったというふうに聞いていますが、その辺当然これからの地域の振興策や
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ら財政再建に向けた連携も、上部とのいろんな意味でのつながりがさらに出てくるかとい

うふうに思っています。また、知事を含めて市１町の首長について、こういうけじめをつ

けた段階で一定の責任というか、何かそういう形もとらなければならないと、そういうこ

とで一部マスコミには出ておりますけれども、今後どんな形で進んでいくのか、市長の考

え方を聞かせていただきたいと思っています。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） けさの新聞で私もわかったのですけれども、何か空知支庁で夕張

市の対策会議みたいなのを設置いたしておりまして、それを今度は夕張市だけではなく

て、今回の発展基金の関連であった残りの４市１町についても、その中に入れるという記

事がありましたけれども、このことについては私どもとしては一切聞いておりませんの

で、今後どういうふうになるのか、空知支庁の方から今のところ何も言ってきておりませ

んのでわかりませんけれども、いずれにしても、これからはこの前もお話ししましたよう

に、産炭地というその名前を表に出す運動というのはもうできなくなるだろうと。まさに

ほかの市町村、一般の市町村と同じように、自立のためのまちづくりに本格的に腰を据え

た姿勢で臨んでいかなければならんだろうということで、新たなまちづくりの出発点だと

いうふうに私どもは受けとめております。 

 それから、各市町村とも恐らくこの９月定例会、今月いっぱい、恐らくきょうで大体終

わるのだと思いますけれども、したがいまして、あの以降は５市１町で具体的に話し合い

を持っておりませんので、あのままというふうにお答えした方がいいのかなと思っており

ます。いずれにしても、近いうちのこの議会が終われば、会長市であります芦別の方から

また当然連絡を受けて、今後北海道といわゆる旧基金の取り扱いの問題をどうしていくの

かということも、具体的な中身として発展機構とも入れながら議論されていくことだろう

と、こんなふうに思っております。その中で、また皆さん方とも御相談しながら対応して

まいりたいと、このように思っております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第２号、経済建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとし

ます。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

 これより、議事に入ります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第４６号から議案第４９号まで、議案第５５ 

            号、議案第５９号及び議案第６３号について（委 
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            報第６号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の２ 委報第６号、議案第４６号から議案第４９号まで、議

案第５５号、議案第５９号及び議案第６３号についてを一括議題とします。 

 本件は、さきの本会議において、総務常任委員会に付託したものであり、委員長より審

査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 猿田委員長、登壇報告願います。 

（総務常任委員会委員長猿田重夫氏 登壇） 

◎総務常任委員会委員長（猿田重夫氏） さきの本会議で付託になりました議案につきま

して、その審査の経過と結果につきまして御報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第４６号の条例制定１件、議案第４７号から議

案第４９号まで及び議案第５５号の条例改正４件、議案第５９号の補正予算１件、議案第

６３号の土地取得１件の合計７件であり、以下順次御報告申し上げますが、審査の内容の

一部を省略し、簡略に御報告させていただきますことと、御配付の文書及び資料の説明に

つきましても省略させていただきますので、御了承賜りたいと思います。 

 最初に、議案第４６号三笠市国民保護対策本部等条例の制定について、議案第４７号三

笠市災害等の減免等条例の一部を改正する条例の制定については、特段の質疑、討論もな

く、原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第４８号三笠市公立学校設置条例の一部を改正する条例の制定については、

条文審査を含めた主な質疑としまして、今後の学校統合について、中長期的な考え方や見

通しを聞かせてほしいとの質疑に対し、適正配置審議会の条例改正後に審議する予定であ

るが、自立して頑張っていくためには、１万２,０００弱の人口で出生数が５０人しかな

い我が町では、おのずと三笠中心で考えていかなければならないとの答弁がありました。 

 統合後の幌内小学校の活用については、大学に活用してもらうだけではなく、幌内地区

のコミュニティ維持としても重要だと思うが、見解はどうかとの質疑に対し、最終的な考

え方を示すにはもう少し時間がかかるが、体育館などは地域の利用もあるので、それらを

担保してほしいとの話もあった。教育大学との話し合いでは、地域とのかかわりを十分に

持ちたいという考え方もあるので、今後とも連携をとりながら進めていきたいとの答弁が

ありました。 

 地域や保護者への説明会などで、懸念されることや特徴的な意見はあったかとの質疑に

対し、やはり通学の問題が多く、低学年の交通安全や体力面で心配の声があった。夏休み

などは幌小を中心とした地域イベントで校舎を活用したいとの話もあった。子供が少なく

なっているので、統合はやむを得ないというのが大勢の意見であったとの答弁がありまし

た。 

 統合することで、市の財政に影響はあるかとの質疑に対し、教員の給与は道費だし、教
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員９０名のうち８５％は市外居住なので、さほど影響はない。強いて言えば、校長、教頭

については官舎があるので市内に住んでいるが、統合することでこの２名が減る。維持管

理費はほとんど変わらないとの答弁がありました。 

 都市計画の基本をしっかりしなければ同じことを繰り返す危険がある。持ち家で好きな

場所を選択し住んでいる人を否定はできないが、公営住宅については、一定の配慮をし

て、子供のいる人は学校周辺に住んでもらうとか、総合的な視野で検討をする必要がある

のではないかとの質疑に対し、もともとが炭鉱町なので、結果としてこのような町並みと

なっている。しかし、まちのコンパクト化は考えていく必要がある。集約されているとこ

ろに人が住んでくれれば一番ありがたいが、強制はできないので、じっくり取り組んでい

きたいとの答弁があり、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第４９号三笠市立小学校・中学校適正配置審議会条例の一部を改正する条例

の制定については、条文審査を含めた主な質疑としまして、空知の中でも審議会を置いて

いないところがあるが、自治法ではどのような規定になっているか。審議会を置かなけれ

ば業務は遂行しづらいのかとの質疑に対し、自治法では置くことができると規定されてい

る。今の進め方としては、審議会の意見をもとに素案をまとめ、市民に意見を聞いてい

る。また一方では、審議会とは別に、教育委員会が直接住民にお願いする場面がふえてき

ている。全体的に審議会方式を進めているところは少なくなってきているとの答弁があり

ました。 

 執行機関として、スピーディーに業務を遂行することも、今日的な時代の流れを見れば

必要と感ずる。思い切って審議会を置かないのも一つの方法である。今後の課題として受

けとめてほしいとの質疑に対し、自立して頑張っていくためには、思い切ったことも考え

なければならない。審議会の設置は今回の審議を最後としたいとの答弁があり、特段の討

論もなく、原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第５５号消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定については、特段の質疑、討論もなく、原案可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、議案第５９号平成１８年度三笠市一般会計補正予算については、審査の順序とし

まして、補正予算総括表・歳出各款ごと・歳入全般・予算事項別明細書・地方債に関する

調書・補正予算書の順に審査を行いました。 

 最初の補正予算総括表については、質疑はなく、次に歳出の審査に入り、第２款総務

費、第３款民生費については質疑がなく、第４款衛生費の主な質疑としまして、今回の補

修は老朽化が原因とのことだが、この先、ほかの浴場も次々と故障するのではないかと懸

念する。幌内地区については、そろそろ統合を考えなければならない時期に来ているので

はないかとの質疑に対し、利用者の意向を大事にしながら、輸送費用と維持管理費の比較

などもし、平成２０年度までをめどに集約に向けて鋭意努力していきたいとの答弁があり

ました。 
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 次に、第６款農林水産業費の主な質疑としまして、ワンディ・スパ進出について報道さ

れ、市民は大丈夫かと心配の声が出ている。この事業に三笠市がお金を出して大丈夫なの

かどうか。市民へ向かって説明することが必要ではないかとの質疑に対し、相手方のとの

話し合いの中で、きちんとやっていくものと判断し、進めてきている。事業なので１００

％大丈夫とは言えないが、北広島でもやっているし、事業としてしっかり取り組んでいる

ものと思う。１５年間撤退しないということで積算している。事業の何をもって担保する

とは言えないが、私たち以上に経験のある人がやっているし、金融機関の融資段階では専

門的にチェックされる。現在、自信を持って取り組んでいるので信じたいとの答弁があり

ました。 

 道の駅に人が来ることによって、スパにも人が来る、またスパがあることによって道の

駅にも人が来るなど相乗効果があると思うので、道の駅の店舗の配置や売店等々の内容を

同時に考えれば、より集客力が高くなり三笠の入り口としてふさわしくなると思うのが、

どの範囲まで考えているのかとの質疑に対し、基本的にあの施設は農業施設だが、そこに

売店等々が出店したという経過がある。道の駅として改めて見直しをするのは今回が初め

てで、三笠を宣伝するものがないとだめだと思っている。三笠市全体のＰＲの場、そんな

位置づけが必要であると思っている。今のサンファームの中をどうするかも課題の一つ。

また、売店等の話も将来的には三笠のいろいろな物を販売できるようになるのが一番よい

が、現状では最低限の売店の移設をするということにしたい。現在の売店出店者に少しプ

ラスしてやりたい。道の駅も三笠市のアンテナ的機能をもたすことをこれから検討してい

く。財源的なこととして、特別委員会に基金の取り崩しとなったが、新旧まだ内容が決

まっていない。今回、資料提示で一般財源と記載しているが、基本的にリスクの回避とい

うことを考えれば、三笠市の財源持ち出しをいかに少なくするかということが大きな課

題。北海道との話し合いでも、この事業に利用できるような基金の取り崩しでなければな

らない。事業費の中で基金取り崩しの割合が２分の１となっているが、もう少し率を増や

し、一般財源を減らせないかと考えている。また、産業開発促進条例の助成１,５００万

円も何とか発展基金の新産業助成金に該当できないか、また旧基金でも企業誘致もメ

ニューに入れているので、どちらかで救えるようにならないかと思っている。また、用地

取得の３,２００万円も、新産業創造等事業に要請をしている。土地開発公社へ５億円貸

している。この財源はこの基金から借りたものであり、一括返済することによって貸して

いるお金は市の一般財源ということになる。５億円全部返してもらってもよいが、後から

と考えている。土地を買っては返してもらっての繰り返しで５億円を消化し、その分が備

荒資金に積み上がるという形になる。起債の償還金の一般財源分を基金で救えないかにつ

いても、北海道等と折衝していきたい。ことしの１２月または来年の３月に財源的にもう

一度整理したものを示したいとの答弁がありました。 

 次に、第７款商工費の主な質疑としまして、ペプシコーラで使っていた地下水敷設につ

いて、今後の利用の考え方はどうか。また、水量はどのくらいかとの質疑に対し、工業団
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地内企業で使いたいとの申し出あれば検討したい。水量は１時間に二、三十トンとの答弁

がありました。 

 次に、第８款土木費、歳入については、特段の質疑もなく、議案第５９号平成１８年度

三笠市一般会計補正予算については、討論もなく、原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第６３号土地の取得については、特段の質疑、討論もなく原案可決すべきも

のと決定しました。 

 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についての御報

告とさせていただきますので、よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 まず、議案第４６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第４７号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第４８号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第４９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５５号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 最後に、議案第６３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、議案第４６号から議案第４９号まで、議

案第５５号、議案第５９号及び議案第６３号についての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 まず、議案第４６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４６号三笠市国民保護対策本部等条例の制定については、総務常任委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第４７号について討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４７号三笠市災害等の減免等条例の一部を改正する条例の制定については、総務

常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４８号三笠市公立学校設置条例の一部を改正する条例の制定については、総務常

任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４９号三笠市立小学校・中学校適正配置審議会条例の一部を改正する条例の制定

については、総務常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５５号消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定については、総務常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５９号について討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５９号平成１８年度三笠市一般会計補正予算については、総務常任委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 最後に、議案第６３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６３号土地の取得については、総務常任委員長報告のとおり原案可決されまし

た。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 議案第５０号から議案第５４号まで、議案第５６ 

            号、議案第５７号、議案第６０号から議案第６２ 

            号まで及び議案第６４号について（委報第７号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の３ 委報第７号、議案第５０号から議案第５４号まで、議

案第５６号、議案第５７号、議案第６０号から議案第６２号まで及び議案第６４号につい

てを一括議題とします。 

 本件は、さきの本会議において、民生経済常任委員会に付託したものであり、委員長よ

り審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 藤浪委員長、登壇報告願います。 

（民生経済常任委員会委員長藤浪成憲氏 登壇） 

◎民生経済常任委員会委員長（藤浪成憲氏） さきの本会議で付託になりました議案につ

きまして、その審査の経過と結果につきまして御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第５０号から議案第５４号まで、議案第５６号、議

案第５７号の条例改正７件、議案第６０号から議案第６２号までの補正予算３件、議案第

６４号の市道認定１件の合計１１件であり、以下順次御報告申し上げますが、審査の内容

の一部を省略し、簡略に報告させていただきますことと、御配付の文書及び資料の説明に
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つきましても省略させていただきますので、御了承賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

 最初に、議案第５０号三笠市居宅支援及び社会福祉施設入所措置費条例の一部を改正す

る条例の制定についてでありますが、特段の質疑、討論もなく、原案可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第５１号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、条文も含む主な質疑としまして、重度心身障害の医療費は、平成１７年度でどれ

ぐらいかかっているのかとの質疑に対し、対象者が４２７名で４,９１２万７,８２２円か

かっているとの答弁がありました。 

 現在７０歳以上で入院されている方の負担は、具体的にどのように変わるのかとの質疑

に対し、課税世帯では１カ月食材料費４万２,０００円、居住費、光熱水費１万円、合わ

せて５万２,０００円になるので、今まで２万４,０００円だった負担が５万２,０００円

に、非課税世帯では年金８０万円以上の方では１カ月２万円だった負担が３万円に、８０

万円以下の方では１カ月１万円だった負担が２万２,０００円となるとの答弁がありまし

た。 

 国の基準が変わるので、本市も条例改正ということだが、国の根拠がどこにあるのか明

確にした上で市民に理解してもらわなければならない。国が負担基準を変更した根拠や理

由について、またこういう理由だから条例改正せざるを得ないという市民が理解できる説

明をお願いしたいとの質疑に対し、国の医療制度改革の目的などを記載した追加資料が提

出され、資料説明での答弁があり、議案第５１号については、反対・賛成の討論終了後、

採決の結果、賛成多数により、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第５２号三笠市老人医療費条例の一部を改正する条例の制定については、反

対・賛成の討論終了後、採決の結果、賛成多数により、原案可決すべきものと決定いたし

ました。 

 次に、議案第５３号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第５４号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第５６号三笠

市勤労青少年ホーム設置条例の一部を改正する条例の制定については、特段の質疑、討論

もなく、原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第５７号三笠市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、条文も

含む主な質疑としまして、レクセンター付近一帯のほかに有料施設はあるか。また、使用

料は指定管理者が現金収受し、収入とするのか。その場合、維持管理費などの費用はどう

なるのかとの質疑に対し、有料施設はレクセンター周辺だけである。また、使用料は指定

管理者の収入とし、維持管理などはすべてを任せる。指定管理者への委託料は、４年分の

債務負担行為をして、毎年度支出をしていく。金額は１２月議会で提示したいとの答弁が

あり、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第６０号平成１８年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）につ
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いて、議案第６１号平成１８年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第１回）について、

議案第６２号平成１８年度三笠市水道事業会計補正予算（第１回）について、議案第６４

号市道路線の認定については、特段の質疑、討論もなく、原案可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についての御報

告とさせていただきますので、よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 まず、議案第５０号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５１号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５２号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５３号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５４号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５６号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第５７号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第６０号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第６１号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、議案第６２号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 最後に、議案第６４号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、議案第５０号から議案第５４号まで、議

案第５６号、議案第５７号、議案第６０号から議案第６２号まで及び議案第６４号につい

ての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 まず、議案第５０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 
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 お諮りします。 

 議案第５０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５０号三笠市居宅支援及び社会福祉施設入所措置費条例の一部を改正する条例の

制定については、民生経済常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 これより、議案第５１号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を求めます。 

 岩崎議員。 

◎１５番（岩崎賢治氏） 議案第５１号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正

する条例の制定について、反対の立場から討論させていただきます。 

 この条例は、昭和４８年９月市内でも最も弱い立場に置かれている重度心身障害者に対

して、自己負担分の医療費の一部を助成することによって、重度心身障害者の健康の保持

及び増進並びに福祉の向上を図ることを目的として制定されたものであります。以来１４

回の改定で内容を充実してきました。ところが、近年、特に小泉内閣になってから、その

行政構造改革は三位一体改革と言いながら、地方交付税の削減で地方の切り捨て、年金削

減、税医療福祉使用料等々の増大で、日常の生活そのものが大変な状況になっています。

さらにこの上、医療費等々が引き上げられるとなると、重度心身障害者は安心して病院に

かかれないということになりかねません。国のやることだからやむを得ないとあきらめる

のではなく、最も弱い立場に置かれている重度心身障害者の健康の保持と増進、福祉の向

上のために、今こそ自治体として別な助け船を出すべきであります。 

 以上の観点から、本案に反対するものであります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、賛成の議員の発言を求めます。 

 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） 議案第５１号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正す

る条例の制定について、賛成の立場から討論に参加いたします。 

 このたびの改正の目的に、国の社会保障制度が持続可能な制度の整備とし、さらには地

域間格差と生涯種別間の不公平を是正することにより、障害者の方が可能な限り住みなれ

た地域で自立した日常生活を送ることを目的としております。その意味において、施設等

で必要なサービスを受けることは必要不可欠であります。本条例の一部改正については、

このたびの障害者自立支援法の制定による障害者施設の利用契約制度の導入と老人保健法

の一部改正による市民税課税世帯を対象とした入院に係る高額医療費の自己負担額限度額

の引き上げ等に伴う規定の整備であり、市民税非課税世帯の受給者には無料と配慮されて

いる観点から、妥当であるとの認識により、議案第５１号三笠市重度心身障害者医療費条

例等の一部を改正する条例の制定については賛成いたします。 

◎議長（扇谷知巳氏） ほかに討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） これをもちまして、討論を終了します。 

 これより、議案第５１号について採決をします。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（扇谷知巳氏） 賛成議員多数です。 

 したがって、議案第５１号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言願います。 

 岩崎議員。 

◎１５番（岩崎賢治氏） 議案第５２号三笠市老人医療費条例の一部を改正する条例の制

定について、反対の立場から討論させていただきます。 

 この条例は、昭和４６年１２月当時の老人医療費の高騰により、老人世帯の暮らしを圧

迫する状態から、老人に対し医療に要する経費の一部を助成することによって、老人の健

康の保持及び増進並び福祉の向上を図ることを目的として制定された条例であり、以来１

０回の改定で内容を充実していきました。しかし、近年、小泉内閣の財政構造改革は、国

民の税、健康、福祉、使用料等々に関する負担を増大させ、圧倒的多数の国民、市民から

地域経済、家庭経済に対する悲鳴が上がっているのが実情であります。この上さらに医療

費等々が引き上げられるとなると、年寄りは早く死ねということかと叫び声が上がってい

ます。国が国民いじめをするなら、自治体がそのバックアップをしてあげることが今求め

られているのではないでしょうか。 

 以上の観点から、本案に反対するものであります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 森田議員。 

◎１３番（森田三男氏） 議案第５２号三笠市老人医療費条例の一部を改正する条例の制

定について、賛成の立場で討論いたします 

 老人健康保険法施行令などの一部改正する政令が公布され、三笠市老人医療費条例の一

部改正については、専決処分され、１８年８月１日から施行されております。また、本条

例では健康保険法の一部改正による入院時の食事などの保険給付の見直し及び老人保健法

施行令の一部改正による現役並みの所得を有する高齢者の患者負担の見直しであります。

これからの医療費の増加、特に高齢化が進み、高齢者医療費が増大することが予想されま

す。老人医療費を支えるには、現役並みの所得を有する高齢者の負担は不可欠でありま

す。よって、本案に賛成するものであります。 

◎議長（扇谷知巳氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（扇谷知巳氏） これをもちまして、討論を終了します。 

 これより、議案第５２号について採決をします。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（扇谷知巳氏） 賛成議員多数です。 

 したがって、議案第５２号三笠市老人医療費条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５３号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、民生経

済常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５４号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、民生経済常

任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５６号三笠市勤労青少年ホーム設置条例の一部を改正する条例の制定について

は、民生経済常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５７号三笠市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、民生経済常

任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第６０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６０号平成１８年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算については、民生経済

常任委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第６１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６１号平成１８年度三笠市介護保険特別会計補正予算については、民生経済常任

委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第６２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６２号平成１８年度三笠市水道事業会計補正予算については、民生経済常任委員

長報告のとおり原案可決されました。 

 最後に、議案第６４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６４号市道路線の認定については、民生経済常任委員長報告のとおり原案可決さ

れました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議会運営委員会委員の辞任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の４ 議会運営委員会委員の辞任についてを議題とします。 

 さきに議決した、三笠市議会委員会条例の一部改正に伴い、新政・２１クラブの斉藤勲

委員が議会運営委員会委員長に辞任届を提出し、許可されたので、三笠市議会委員会条例

第１４条の規定により、承認したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 斉藤勲委員の議会運営委員会委員の辞任については、承認されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第５ 議案第６５号 三笠市教育委員会委員の任命につ 

            いて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の５ 議案第６５号三笠市教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第６５号三笠市教育委員会委員の任命について、提案説明申

し上げます。 

 三笠市教育委員会委員大野政行氏の平成１８年１０月３日付任期満了に伴い、その後任

として引き続き大野政行氏を任命するため、議会の同意を求めるものであります。 

 大野政行氏は昭和２２年５月６日生まれで５９歳、住所は三笠市幌内町１丁目１３５番

地であります。 

 同氏は平成１０年１０月から三笠市教育委員会委員に就任し、現在に至っております。 

 三笠市教育委員会委員として適任と考えますので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 御同意くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 本案については、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 本案については、同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６５号三笠市教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。 

 この際、しばらく会議を休憩します。 

休憩 午前１０時５４分   

再開 午前１０時５６分   

◎議長（扇谷知巳氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６７号 議員派遣について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の６ 議案第６７号議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び各常任委員長の共同提案にかかわるものであり、

文書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第６７号について原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６７号議員派遣については、原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第７ 議案第６８号 議会運営委員会及び各常任委員会 

            所管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 
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◎議長（扇谷知巳氏） 日程の７ 議案第６８号議会運営委員会及び各常任委員会所管事

項調査についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び各常任委員長の共同提案にかかわるものであり、

文書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第６８号について原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６８号議会運営委員会及び各常任委員会所管事項調査については、原案のとおり

可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 認定第１号から認定第８号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の８ 認定第１号から認定第８号についてを一括議題としま

す。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 認定第１号平成１７年度三笠市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第２号平成１７年度三笠市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第３号平成１７年度三笠市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

４号平成１７年度三笠市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号平成

１７年度三笠市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号平成１

７年度三笠市育英特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第７号平成１７年度三笠市

水道事業会計歳入歳出決算の認定について、認定第８号平成１７年度市立三笠総合病院事

業会計歳入歳出決算の認定について、以上、一括して御説明申し上げます。 

 最初に、一般会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、国庫補助負担金の見直し、税源移譲及び普通交付税の減少の三位

一体の改革による厳しい財政背景の中、当市としては自立決議の２年目であることを踏ま

え、自立プラン及び行財政改革の一層の推進を図り、限られた歳入に見合う必要経費の見

直しのほか、裁量的経費のカットなど徹底した歳出削減を実施するとともに、実質的な予
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算規模を縮減し、第７次総合計画の推進並びに市民と行政の協働によるまちづくりを基本

目標に、安定的な財政運営を目指し、予算編成を行ったものであります。 

 政策的予算においても、市民生活に直結する必要最小限の事業を厳選するとともに、年

度途中においては、衆議院解散に伴う選挙費、市営バス運行に要する経費、公共施設のア

スベスト除去のほか、国の指導がある土地開発公社経営健全化対策として、サンファーム

三笠用地の取得整理等、緊急を要する事項についての対応を図ったものであります。 

 また、予算の執行に当たっては、予算審議の経緯や諸情勢の変動を踏まえ、なお一層の

節減合理化を図りながら財政の健全化を念頭に置き、予算で定められた行政目的の達成を

目指して行ったものであります。 

 歳入については、市税の適正賦課と徹底した滞納対策の強化として、全職員体制の取り

組みにより徴収率の向上に努めるとともに、国・道支出金、優良な地方債等の確保を図っ

てまいりました。 

 また、普通交付税の減額影響に対する財政支援については、行財政改革の取り組みを強

く訴え、財政支援の要請を行い、財源確保を図ったものであります。 

 歳出については、経費の効率的な執行や行政サービスの低下とならない見直しを常に行

い、適切な執行に努めてまいりました。 

 決算の状況は、予算額１０４億３,９１７万４,０００円に対し、歳入決算額は１０２億

２,５２４万９,３０９円であり、予算に対する収入率は９８.０％であります。 

 一方、歳出決算額は１０１億８,５３７万８,４１６円であり、予算に対する執行率は９

７.６％であります。 

 この結果、歳入歳出差引額は３,９８７万８９３円となり、平成１８年度に繰り越すも

のであります。 

 なお、平成１７年度一般会計事業等の執行状況は、主要施策の成果、決算事項別明細書

に示すとおりであります。 

 次に、老人保健特別会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、高齢化に伴う１人当たりの老人医療費の増加や老人保健制度の改

正による公費負担の見直しにより、市負担額が増加する中、なお一層の経費全体の見直し

と老人医療費の適正化を推進し、健全な運営を実施することを基本に予算編成を行ったも

のであります。 

 予算の執行に当たっては、国庫負担金、道負担金及び支払基金交付金等の収入確保を図

りながら、事務的経費の効率的執行に努め、医療費については、医療費通知の実施及びレ

セプト点検等による医療費適正化に努めたところであります。 

 決算の状況は、予算額２８億５,３８０万９,０００円に対し、歳入決算額は２６億６,

５１７万６,２２５円であり、予算に対する収入率は９３.４％であります。 

 一方、歳出決算額は２６億６２３万６,６１７円であり、予算に対する執行率は９１.３

％であります。 
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 この結果、歳入歳出差引残額は５,８９３万９,６０８円となり、平成１８年度に繰り越

すものであります。 

 次に、国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、老人保健制度の改正に伴う高齢者療養諸費の負担増や長引く経済

の低迷等により、国民健康保険事業の運営が極めて厳しい状況に直面している中、制度を

通じた給付の平等や負担の公平を図り、国民健康保険財政の健全運営を実施することを基

本に、予算編成を行ったものであります。 

 予算執行に当たっては、収納率向上のための特別対策事業の実施、事務的経費の効率的

執行及び医療費適正化のための骨粗しょう症検診、人間ドック助成事業や医療費通知、レ

セプト点検の充実強化に努めたほか、優良健康家庭表彰を実施し、被保険者の健康保持増

進に対する意識の高揚を図り、国に対しては補助金の増額を要請しながら、その確保に努

めたところであります。 

 決算の状況は、予算額２０億６,９１４万９,０００円に対し、歳入決算額は１９億１,

６５８万２,２８９円であり、予算に対する収入率は９２.６％であります。 

 一方、歳出決算額は１８億８,１１６万７,０８７円であり、予算に対する執行率は９

０.９％であります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は３,５４１万５,２０２円となり、平成１８年度に繰り越

すものであります。 

 次に、介護保険特別会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、介護保険の保険給付が適切に実施できるよう、第２期介護保険事

業計画における財政運営を基本として、予算編成を行ったものであります。 

 また、年度途中においては、居住費・食費が利用者負担となったことにより、給付費の

減額による補正を行い、対応を図ったものであります。 

 予算執行に当たっては、サービスの円滑な提供に努めたほか、第１号被保険者の介護保

険料の収入確保強化に努めてまいりました。 

 決算の状況は、予算額１１億３,５０４万８,０００円に対し、歳入決算額は１１億１,

８６４万７,７３６円であり、予算に対する収入率は９８.６％であります。 

 一方、歳出決算額は１０億９,７１３万３,４７９円であり、予算に対する執行率は９

６.７％であります。 

 この結果、歳入歳出差引残額は２,１５１万４,２５７円となり、平成１８年度に繰り越

すものであります。 

 次に、公共下水道事業特別会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、恵まれた自然や生活環境を守り、快適な生活を送るための基盤整

備として、管渠整備の充実及び水洗化の普及促進を目指すことを基本に、予算編成を行っ

たものであります。 

 予算の執行に当たっては、審議の経緯を踏まえ、予算で定められた事業目的を達成する
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ことを基本に、事務的経費の節減、事業の効率的執行に努めたところであります。 

 決算の状況は、予算額１１億６,７３４万３,０００円に対し、歳入決算額は１１億４,

２２８万５,６４７円であり、予算に対する収入率は９７.９％であります。 

 一方、歳出決算額は１１億４,２１９万７,４６８円であり、予算に対する執行率は９

７.８％であります。 

 この結果、歳入歳出差引額は８万８,１７９円となり、平成１８年度に繰り越すもので

あります。 

 次に、育英特別会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、就学金貸付限度額を大学生月額３２,０００円とし、大学生１０

人を貸し付け人員と予定し編成したところ９人の実績となり、補正対応したところであり

ます。 

 決算の状況は、予算額３６８万９,０００円に対し、歳入決算額は６１３万７,５４１円

であり、予算に対する収入率は１６６.４％であります。 

 一方、歳出決算は３４５万６,０００円であり、予算に対する執行率は９３.７％であり

ます。 

 この結果、歳入歳出差引残額は２６８万１,５４１円となり、平成１８年度に繰り越す

ものであります。 

 次に、水道事業会計について御説明いたします。 

 平成１７年度予算は、市民に安定した水道水の供給を行うことを使命とし、施設の維持

管理に努めるとともに、公営企業の独立採算性の原則に立ち、経営の改善と経費節減等の

効率的な執行に努めたところであります。 

 決算の状況は、まず、収益的収支でありますが、収入については予算額３億５,９４５

万６,０００円に対し、決算額は３億４,２４０万１,５７１円であり、１,７０５万４,４

２９円の減収となりました。 

 一方、支出については、予算額３億４,６６２万２,０００円に対し、決算額３億３,５

１１万４４６円であり、１,１５１万１,５５４円の不用額が生じ、当年度純利益は税抜き

で４６万７３２円となりました。 

 次に、資本的収支でありますが、配水管の改良及び整備、量水器取りかえ等について予

定どおり執行したところであります。 

 決算額は、収入では９,５４０万円、支出では２億２,４３９万３,０４７円であり、差

し引き１億２,８９９万３,０４７円の不足額となったところであります。 

 この不足額は、当年度消費税資本的収支調整額７２５万５,１５５円、過年度損益勘定

留保資金１億２,１７３万７,８９２円をもって補てんしたものであります。 

 最後に、病院事業会計について御説明いたします。 

 平成１７年度の病院事業は、地域の基幹的中核病院として医療サービスの向上を図ると

ともに、安全な医療環境を確保するため、医療機器の新規購入及び、更新を行い質の向上
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を図ってまいりました。 

 また、医師不足解消の取り組みとして、４月から２名の卒後の臨床研修医を受け入れた

ほか、１１月には欠員となっていた透析医師を採用するなど、医師の確保を図ったところ

であります。 

 決算の状況は、まず、収益的収支でありますが、収入については人口の減少に加え平成

１５年度に健康保険法が改正となり、医療費の個人負担が２割から３割に引き上げられた

ことによる診療離れが引き続き影響し、患者数が減少したことなどから、予算額２８億

２,７８１万９,０００円に対し、決算額は２７億３,５５５万６,３５２円であり、９,２

２６万２,６４８円の減収となりました。 

 一方、支出については、給与費及び経費での効率的な執行に努めた結果、予算額２９億

８,７５０万８,０００円に対し、決算額２９億７,６０５万８,４７２円であり、１,１４

４万９,５２８円の不用額が生じ、当年度純損失は税抜きで２億４,０５１万５,０７５円

となりました。 

 次に、資本的収支でありますが、医療機器等の購入について、効率的な執行に努めたと

ころであります。 

 収入では、予算額１億９７０万６,０００円に対し、決算額は１億９６０万６,０００円

であり、１０万円の減となりました。 

 一方、支出については、予算額２億２,９７１万７,０００円に対し、決算額は２億２,

９６３万５５円であり、８万６,９４５円の不用額が生じ、差し引き１億２,００２万４,

０５５円の不足額となったところであります。 

 この不足額は、当年度消費税資本的収支調整額１万２,９５５円、一時借入金１億２,０

０１万１,１００円をもって補てんしたものであります。 

 以上、一括提案申し上げ、別冊の各会計歳入歳出決算書と監査委員の意見書を付して提

出いたしますので、よろしく御承認くださいますよう、お願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

 まず、認定第１号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、認定第２号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、認定第３号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、認定第４号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、認定第５号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、認定第６号について質疑を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、認定第７号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 最後に、認定第８号について質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第８号までについては、１３人の委

員をもって構成する特別委員会を設置し、付託の上、閉会中継続審査することにしたいと

思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第１号から認定第８号までについては、１３人の委員をもって構成する特別委員会

を設置し、付託の上、閉会中継続審査することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長を除く議員全員１３人を指名したいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました１３人の議員を特別委員会委員に選任することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第９ 意見書案第６号 脳脊髄液減少症の研究・治療等 

            の推進を求める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の９ 意見書案第６号脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進

を求める意見書を議題とします。 

 本案については、儀惣議員ほか４人からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、齊藤且議員から提案理由の説明を求めます。 

 齊藤且議員、登壇説明願います。 

（３番齊藤且氏 登壇） 

◎３番（齊藤 且氏） ただいま上程されました意見書案第６号脳脊髄液減少症の研究・

治療等の推進を求める意見書案を朗読をもって提案説明とさせていただきます。 

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身へ

の強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目ま

い、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・
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疲労感などのさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆるむち打ち

症の原因として注目されております。 

 しかし、この病気はこれまで原因が特定されない場合が多く、怠け病あるいは精神的な

ものと判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もは

かり知れないものがありました。 

 近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らより

新しい診断法・治療法（ブラッドパッチ療法など）の有効性が報告されております。 

 そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生

まれつつあります。長年苦しんできた患者にとって、このことは大きな光明となっており

ます。 

 しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く、患者数など実態も明らかに

なっておりません。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患

者・家族等は大変な苦労を強いられております。 

 よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望

いたします。 

 １、交通事故の外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を実施するとともに、患者・家

族に対する相談及び支援の体制を確立すること。 

 ２、脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッド

パッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。 

 ３、脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して

早期に保険を適用すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成１８年９月２９日、北海道三笠市議会。 

 提出先は、下記のとおりになっております。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第６号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第６号脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書は、原案可決され

ました。 
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 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１０ 意見書案第７号 品目横断的経営安定対策の見 

             直しに関する意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１０ 意見書案第７号品目横断的経営安定対策の見直しに

関する意見書を議題とします。 

 本案については、斉藤勲議員ほか４人からの共同提案にかかわるものであり、この際、

提出者を代表し、髙橋議員から提案理由の説明を求めます。 

 髙橋議員、登壇説明願います。 

（８番髙橋守氏 登壇） 

◎８番（髙橋 守氏） 品目横断的経営安定対策の見直しに関する意見書につきまして

は、朗読をもって説明にかえさせていただきたいと思います 

 平成１６年度からスタートした米政策改革によって、本道の水田農業は連年の米価下落

による稲作農家の経営破綻をもたらすとともに、米の安定供給や多面的機能の発揮をも危

うくする事態を招来しています。 

 さらに、構造改革路線を加速する品目横断的経営安定対策の１９年からの導入、日本農

業を根幹から揺るがすＷＴＯの農業交渉など、我が国の米・水田農業は、これまでにない

大きな転換点を迎えています。適正な国境措置の確保はもとより、水田の有効利用、米の

需給調整や流通・価格形成のあり方、担い手農家の経営状況など、米・水田農業政策全体

にわたり検証を進め、新たな制度の確立を求める必要があります。 

 このため、品目横断的経営安定対策の導入と同時にスタートする次期米政策改革につい

ては、主食である米の安定供給と水田農業が果たす多目的機能の維持増進など、農業・農

村の二重の役割を発揮できるよう、下記事項を提言いたします。 

 記。 

 １、価格支持制度の廃止やミニマム・アクセス等の影響による米価下落の所得減少を補

てんするため、緑の政策等で水田農業が果たしている多面的機能に対して直接固定支払い

などを本格的に導入すること。 

 ２、収入変動影響緩和対策については、各作物の実質的に再生産可能な基準収入の設定

をすること。 

 ①価格変動が極めて大きい米については、他の対象畑作物とは別に単品で制度に加入で

きる仕組みとすること。 

 ②制度設計（１０％）を超えた収入下落が生じた場合には、速やかに制度設計を見直

し、補てん金の満額支払いを措置すること。 

 ３、生産調整の実効性を確保するため、品目横断的経営安定対策及び農地・水・環境保

全向上対策と一体的な推進を図ること。 
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 ４、品目横断的経営安定対策に伴う次期米政策改革については、米価暴落やセーフティ

ネットの機能喪失、過剰米処理対策等について徹底検証し、各種政策の抜本的改善を図る

こと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出させていただきたいと思います

ので、御審議の上、御賛同いただけますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 提出先につきましては、内閣総理大臣、農林水産大臣となっております。よろしくお願

い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第７号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第７号品目横断的経営安定対策の見直しに関する意見書は、原案可決されまし

た。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

 以上で、今定例会に付議された事件は、すべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上をもちまして、平成１８年第３回定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１１時２７分   
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